
2024 年 10 月 25 日 

 

新設分割に係る事前開示書面 

（会社法第 803 条及び会社法施行規則第 205 条に基づく開示事項） 

 

東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番 3 号 

株式会社情報戦略テクノロジー 

代表取締役社長 髙井 淳 

 

株式会社情報戦略テクノロジー（以下「当社」といいます。）は、2024 年 10 月 16 日付

新設分割計画書に基づき、2025 年 1 月 6 日（予定）をもって、当社の営むＷｈｉｔｅＢｏ

ｘの名称で運営するクラウドサービス事業に関する権利義務を新設分割により新設する株

式会社ＷｈｉｔｅＢｏｘ（以下「新設会社」といいます。）に承継させる新設分割（以下「本

件新設分割」といいます。）を行うことにいたしました。当社が、本件新設分割に関して会

社法第 803 条及び会社法施行規則第 205 条の定めるところにより、開示すべき事項は以下

のとおりです。 

 

記 

1．新設分割計画の内容（会社法第 803 条第 1 項第 2 号） 

2024 年 10 月 16 日付新設分割計画書の内容は、別紙のとおりです。 

 

2．会社法第 763 条第 1 項第 6 号から第 9 号までに掲げる事項についての定めの相当性に関

する事項（会社法施行規則第 205 条第 1 号イ） 

(1)交付する株式数の相当性に関する事項 （会社法第 763 条第 1 項第 6 号） 

新設会社は、本件新設分割に際して 3,000 株を発行し、その全てを当社に割当交付いた

します。当社に交付される新設会社の株式の数につきましては、新設会社の株式の全てが

当社に割り当てられることから、これを任意に定めることができるため、新設会社の効率

的な管理等を考慮して、上記の株式数が相当であると判断しております。 

 

(2)資本金及び準備金の額に関する事項（会社法第 763 条第 1 項第 6 号） 

当社は、新設会社の資本金及び準備金の額を、新設会社が承継する資産等及び今後の事

業活動等の事情を考慮した上で、機動的かつ柔軟な資本政策を実現させる観点から、会社

計算規則に従い、新設分割計画書第 6 条記載のとおりとすることにいたしました。当社

は、当該資本金及び資本準備金の額は相当であると判断しております。 

 

3．会社法第 763 条第 1 項第 12 号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項（会社法

施行規則第 205 条第 2 号） 



該当事項はありません。 

4．会社法第 763 条第 1 項第 10 号及び第 11 号に掲げる事項についての定めの相当性に関

する事項（会社法施行規則第 205 条第 3 号） 

該当事項はありません。 

 

5．他の新設分割会社に関する事項（会社法施行規則第 205 条第 4 号及び第 5 号） 

該当事項はありません。 

 

6．当社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会

社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会法施行規則第 205 条第 6 号イ） 

該当事項はありません。 

 

7．新設分割が効力を生ずる日以後における当社の債務及び新設会社の債務（当社が新設分

割により新設会社に承継させるものに限る。）の履行見込みに関する事項（会社法施規則第

205 条第 7 号） 

(1)当社の債務の履行の見込みについて 

①当社の資産の額は、負債の額を上回っております。また、本件新設分割の効力発生日

以後においても資産の額が負債の額を上回ることが見込まれております。 

②本件新設分割の効力発生日以後において、当社が負担すべき債務の履行に支障を及

ぼす事象の発生は現在のところ予測されておりません。 

③上記①及び②より、本件新設分割の効力発生日以後における当社の債務について、履

行の見込みがあるものと判断しております。 

 

(2)新設会社の債務の履行の見込みについて 

①本件新設分割の効力発生後における新設会社の資産の額は負債の額を上回ることが

見込まれております。 

②本件新設分割の効力発生日以後において、新設会社が負担すべき債務の履行に支障

を及ぼす事象の発生は現在のところ予測されておりません。 

③上記①及び②より、本件新設分割の効力発生日以後における新設会社の債務につい

て、履行の見込みがあるものと判断しております。 

 

なお、本件新設分割が効力を生ずる日までの間に、上記事項に変動が生じるときは、変更

後の当該事項を記載した書面を備え置きいたします。 

以上 

  



【別紙】 

新設分割計画書 

 

株式会社情報戦略テクノロジー（以下「当社」という）は、新たに設立する株式会社Ｗｈｉ

ｔｅＢｏｘ（以下「新設会社」という。）に対し、当社の営む WhiteBox の名称で運営する

クラウドサービス事業（以下「本件対象事業」という。）に関する権利義務を承継させる新

設分割を行うことにつき、以下のとおり新設分割計画書（以下「本計画」という。）を作成

する。 

 

第１条（新設分割） 

当社は、本計画の定めに従い、本件対象事業に関して当社が有する第４条に定める資産、負

債、契約その他の権利義務を新設会社に承継させる新設分割を行う（以下「本件新設分割」

という。）。 

 

第２条（新設会社の定款記載事項） 

１．新設会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数並びにその他新設会社の定

款で定める事項は、別紙１「定款」に記載のとおりとする。 

２．新設会社の設立時本店所在場所は、東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番３号とする。 

 

第３条（新設会社の設立時取締役及び設立時監査役の氏名） 

新設会社の設立時取締役及び設立時監査役は、以下のとおりとする。 

(1) 設立時取締役 

川原翔太、石山正之 

(2) 設立時監査役 

 伊藤修次郎 

 

第 4 条（承継する資産、負債、契約その他の権利義務） 

１．新設会社は、効力発生日(第７条に定義する。以下同じ。)をもって、当社から、別紙２

｢承継対象権利義務明細表｣記載の資産、負債、契約その他の権利義務を承継する。 

２．当社から新設会社に対する債務の承継は、併存的債務引受の方法による。 

 

第５条（本件新設分割に際して交付する新設会社の株式の数） 

新設会社は、本件新設分割に際して、普通株式 3,000 株を発行し、そのすべてを前条に定め

る権利義務の対価として当社に割り当て交付する。 

 



第６条（新設会社の資本金及び準備金に関する事項） 

新設会社の設立の際における資本金及び準備金の額は以下のとおりとする。 

(1) 資本金の額   金 3,000 万円 

(2) 資本準備金の額 金 0 円 

(3) 利益準備金の額 金 0 円 

 

第７条（新設会社の成立の日） 

新設会社の設立の登記をすべき日（以下「効力発生日」という。）は 2025 年 1 月 6 日とす

る。但し、当社は、本件新設分割における手続進行上の必要性その他の事由により必要があ

るときは、効力発生日を変更することができる。 

 

第８条（株主総会の承認） 

当社は、会社法第 805 条の規定に基づき、会社法第 804 条第１項に定める株主総会の承認

を得ずに本件新設分割を行う。 

 

第９条（競業避止義務） 

当社は、新設会社が承継する本件対象事業について競業避止義務を負わず、効力発生日以降

においても、本件対象事業と競業する事業を行うことができるものとする。 

 

第 10 条（本計画の変更及び中止） 

当社は、本計画作成日から効力発生日に至るまで、天災地変その他の事由により、当社の財

務状態又は経営状態に重大な変更が生じた場合その他本件新設分割の実行に重大な支障と

なる事態が生じた場合、本計画を変更し、又は本件新設分割を中止することができるものと

する。 

 

第 11 条（本計画に定めのない事項） 

本計画に定める事項の他、本件新設分割に関し必要な事項は、本計画の趣旨に従って、当社

がこれを決定する。 

 

2024 年 10 月 16 日 

東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番３号 

株式会社情報戦略テクノロジー 

代表取締役社長 髙井 淳 

  



別紙１ 定款 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

株式会社 WhiteBox 

 

定   款 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 



定     款 

  

  第１章           総 則  

（商 号）  

第１条  当会社は、株式会社 WhiteBox と称し、英文では WhiteBox Co., Ltd.と表示する。  

  

（目 的） 

第２条  当会社は、次の事業を行うことを目的とする。      

１．ＩＴに関するコンサルティング業務 

２．コンピュータソフトウエアの開発業務 

３．クラウドコンピューティングを利用した各種サービスの提供 

４．クラウドコンピューティングを利用したシステムインテグレーション事業 

５．労働者派遣事業、有料職業紹介事業、人材の職業適性能力開発のための研修、指導

及び教育事業 

６．企業間の業務受発注に関する仲介及び斡旋 

７．他の事業者に係る販売、管理等の業務に関するアウトソーシング受託業務 

８．情報の処理及び提供サービス業、電気通信事業並びに広告業 

９．各種イベントの企画・運営・実施 

１０．経営に関するコンサルティング業務、その他前各号に係るコンサルティング業務 

１１．上記各号に付帯する一切の業務 

 

（本店所在地）  

第３条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。  

  

（公告方法）  

第４条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によ

って電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行

う。  

 

 （機関構成）  

第５条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を設置する。 

（１） 監査役 

 

第２章           株 式  

（発行可能株式総数）  



第６条 当会社の発行可能株式総数は１２，０００株とする。  

 

（株式の譲渡制限）   

第７条 当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを譲渡によって取得する

には、株主総会の承認を要する。 

 

第３章           株 主 総 会   

（招 集）  

第８条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了の翌日から３ヶ月内に招集し、臨時株主

総会はその必要がある場合に随時これを招集する。 

  

（基準日）  

第９条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有す

る株主をもって、その事業年度に係る定時株主総会において権利を行使することが

できる株主とする。  

２ 前項のほか、必要があるときは、取締役の決定により、あらかじめ公告して、一定

の日における株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、

その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とする。  

 

（議 長）  

第１０条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。取締役社長に事故があるときは

あらかじめ取締役社長が定めた順序に従い、他の取締役が議長となる。  

  

（決議の方法）  

第１１条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決

権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。  

     ２ 会社法第３０９条第２項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を

除き、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。  

  

（代理人）  

第１２条 株主は代理人によって議決権を行使することができる。ただし、株主又は代理人

は、この場合には株主総会毎に代理権を証する書面を提出しなければならない。  

     ２ 代理人は当会社の議決権を有する株主に限るものとし、かつ２人以上の代理人

を選任することはできない。  



  

（議事録）  

第１３条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事

項は、議事録に記載又は記録する。  

  

 第４章    取締役  

（取締役の員数）  

第１４条 当会社の取締役は、5 名以内とする。  

  

（取締役の選任）  

第１５条 当会社の取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議

決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選

任する。  

     ２ 取締役の選任については、累積投票によらない。  

 

（取締役の任期）  

第１６条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会の終結の時までとする。  

     ２ 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了

する時までとする。  

  

（代表取締役及び役付取締役）  

第１７条 当会社は、取締役の互選により、代表取締役を選定するものとし、代表取締役を

もって社長とする。 

２ 取締役社長に事故があるときは、取締役社長があらかじめ定めた順序により、他の

取締役が取締役社長の職務を代行する。 

   

（取締役に対する報酬等）  

第１８条 取締役に対する報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける

財産上の利益（以下、「報酬等」という）は、株主総会の決議により定める。 

 

（取締役の責任の一部免除） 

第１９条  当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、取締役の過半数の同意をも

って、取締役（取締役であった者を含む）の会社法第４２３条第１項の賠償責任につ

いて法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任

限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 



２ 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であ

るものを除く）との間で、会社法第４２３条第１項の賠償責任について法令に定める

要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、

当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 

 

第５章    監査役 

（監査役の員数） 

第２０条 当会社の監査役は、3 名以内とする。 

 

（監査役の選任） 

第２１条 当会社の監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議

決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選

任する。 

 

（監査役の任期） 

第２２条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会の終結の時までとする。 

２ 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時まで

とする。 

 

（監査役に対する報酬等） 

第２３条 監査役に対する報酬等は、株主総会の決議によって定める。 

 

（監査役の責任の一部免除） 

第２４条 当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、取締役の過半数の同意をもっ

て、監査役（監査役であった者を含む）の会社法第４２３条第１項の賠償責任につい

て法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限

度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 

２ 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、監査役との間で、会社法第４２

３条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を

限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額

は、法令の定める最低責任限度額とする。 

 

  第６章 計 算   

（事業年度）  

第２５条 当会社の事業年度は、毎年１月１日から同年１２月３１日までの年１期とする。  



（期末配当金）  

第２６条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年１２月３１日の最終の株主名簿に記載

又は記録された株主又は登録株式質権者に対して剰余金の配当（以下、「期末配当金」

という）を行う。 

 

（期末配当金の除斥期間） 

第２７条 期末配当金が支払開始の日から満３年を経過しても受領されないときは、当会

社はその支払義務を免れる。 

２ 未払いの期末配当金には利息をつけない。 

 

  第７章 附 則   

（最初の事業年度）  

第２８条 当会社の最初の事業年度は、当会社設立の日から２０２５年１２月３１日まで

とする。 

 

（設立時代表取締役社長）  

第２９条 第１７条の規定にかかわらず、当会社の設立時代表取締役社長は、川原翔太とす

る。 

 

（附則の削除）  

第３０条 第７章附則（第２８条乃至本条）は、当会社の最初の定時株主総会終結の時をも

って削除するものとする。 

 

以上 

 

  



別紙２  

承継対象権利義務明細表 

 

本件新設分割により新設会社が当社から承継する資産、負債、契約その他の権利義務は、 

効力発生日において当社が本件対象事業に関して有する以下に記載する資産、負債、契約

その他の権利義務とする。 

なお、承継する権利義務のうち資産及び負債の額の評価については、2023 年 12 月末日現

在の当社の貸借対照表を基礎とし、これに効力発生日の前日までの増減を加減した上で確

定する。 

 

１．資産及び負債 

(1) 流動資産 

売掛金、前払費用その他効力発生日において本件対象事業のみに属する一切の流動資産 

(2) 固定資産 

ソフトウェアその他効力発生日において本件対象事業のみに属する一切の固定資産 

(3) 負債 

買掛金、未払金その他効力発生日において本件対象事業のみに属する一切の負債 

 

２．契約（雇用契約を除く。） 

本件対象事業に関連して締結した契約及びこれに基づく個別契約その他の契約上の地位及

びこれらに付随する権利義務。 

 

３．雇用契約 

効力発生日において本件対象事業に従事する当社の従業員の雇用契約上の地位及びこれら

の契約に基づき発生する権利義務は新設会社に承継されないものとし、当社は、効力発生

日において本件対象事業に従事する当社の従業員を、当社に在籍させたまま新設会社に出

向させ、以後、新設会社において本件対象事業に従事させるものとする。当該出向者の出

向期間その他出向に関する条件は、当社及び新設会社間にて協議の上、決定するものとす

る。 

 

４．許認可等 

下記記載の権利のほか、効力発生日において本件対象事業のみに関し取得している一切の

許可、認可、承認、登録、届出等のうち、法令上承継可能なもの。 

＜移転する権利＞ 

・商標（「WhiteBox」「未来マッチング」） 

以 上 


